
 

指導者養成講習会  

 

１．趣 旨 

特別支援学校においては、約半数の児童生徒が重複障害学級に在籍するなど、障

害の重度・重複化、多様化が進んでおり、一人一人の実態に応じた、より適切な対

応が求められている。 

また、平成１９年度から施行された改正学校教育法等により、特別支援学校は、

医療、福祉、労働等の関係機関との連携を図った個別の教育支援計画の作成・活用、

地域の小・中学校等への支援など、特別支援教育のセンター的機能を果たすことが

求められており、これまでにない新たな仕組みに対応するための専門的な知識や技

能が必要となっている。 

このほか、平成２４年７月の中央教育審議会初等中等教育分科会報告においては、

特別支援学校の教員の専門性の向上を図るため、免許法認定講習の受講促進等の取

組を進めることなどが明記されたほか、平成２７年１２月中央教育審議会答申「こ

れからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について（答申）」においても、「免

許法附則第１６項の廃止も見据え、平成３２年度までの間に、おおむね全ての特別

支援学校の教員が免許状を保有することを目指し、国が必要な支援を行うことが適

当である。」とされ、教員の専門性の向上のための取組を推進することなどが明記

されている。 

これらの新たな動きに対応し、特別支援学校教員の専門性向上を図るための研修

を行うものである。 

 

２．事業の内容 

委託を受けた団体は、特別支援学校教諭免許状の保有率向上を目的とし、教育職

員免許法に基づく免許法認定講習、免許法認定公開講座又は免許法認定通信教育を

実施する。 

なお、本事業は特別支援学校教諭免許状の保有率を集中的に向上させることを目

的とするものであり、平成２９年度以前より都道府県及び指定都市教育委員会が研

修事業として実施してきた既存の講習は委託の対象とはならない。 

 

３．事業の実施方法 

（１）契約団体が実施する研修は、教育職員免許法に基づく免許法認定講習、免許法

認定公開講座又は免許法認定通信教育として、文部科学大臣の認定を受けること。 

  （本契約のほかに、文部科学省総合教育政策局教育人材政策課における手続きを

行うこと。） 

なお、認定申請の手続きに当たっては、以下の URL に示す認定申請等要領を 
十分確認した上で、要領に示す提出期限に遅れることなく申請すること。 

  URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/010602.htm 

   また、当該講習に対して、文部科学大臣認定を受けた際は、特別支援教育課指

導係へ当該認定の通知の写を速やかに提出すること。 

（２）契約単体が実施する障害領域（１～５領域）や免許法に定める科目区分（第１

～３欄）等は、地域や大学の実態等を考慮し、各受託団体において適切に定める

ものとする。 



（３）各都道府県の教育職員検定関係規則により、大学等において修得することを必

要とする単位の内訳が異なる場合があることから、近隣の都道府県教育委員会と

連携して科目の設定を行うよう配慮すること。なお、連携にあたっては、特別支

援学校教員の特別支援学校教諭等免許状保有状況等調査の結果（文部科学省ホー

ムページ参照： 

  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1343899.htm）など地域におけ

る実情をよく踏まえること。 

（４）契約団体は、受講者に対するアンケートや、受講者への受講後の追跡調査など

により、講習実施による免許状取得状況の効果測定を適切に行うこと。 

（５）契約団体は、特別支援学級担当教員など、特別支援学校以外の特別支援教育担

当教員の受講にも配慮した講座開設を行うこと。 


